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令和７年度における課題の検討状況と令和８年度以降の検討の方向性 

№ 課題 過去の意見・課題 令和７年度における課題に対する検討状況・対応等 令和８年度以降の検討の方向性 対応 

１ 労務台帳の改

善について 

（１） 事業所の給与の締め日と連動できる対応

は可能か 

平成２６年度から事業者の給与の締め日に合わせた労

務台帳としていくこととしていたため、給与の締め日

が月末とそれ以外でも利用できる様式に平成２６年４

月より変更した。（平成２６年度に対応済み） 

✳✳✳✳✳ 済 

（２） 台帳の提出自体を廃止するということに

ついて 

労務台帳は受注者から提出される唯一のデータであるた

め廃止をすることは出来ない。なお、様式については、

今後も適宜関係事業者との意見を聞きながら整理をして

いく。 

キャリアアップシステムの動向

に留意し、活用可否を検討しつ

つ、引き続き台帳の簡素化につ

いて検討をしていく。 

 

（３） 工事で、従事する労働者を５１職種のど

の職種にあてはめたらよいかわからない

という話があるため、公契約の手引きな

どで周知できないか 

公契約の手引きに、従事する労働者の分類を行うための

資料について、情報提供の記載を平成２６年３月に行

い、対応を図った。（平成２６年度に対応済み） 

 

✳✳✳✳✳ 済 

２ 

 

 

労務報酬下限

額の考え方に

ついて 

  

  

 

（１） （工事案件） 

公共工事設計労務単価の適用が、前年度

単価となっているため、単価が大幅に上

昇・下落した際、事業者の経営に影響す

ることが考えられるため、同一年度とす

べきではないか 

 

様々なケースを考える必要があるため、当面は前年度の

労務単価をベースに設定して行くものとする。今後も工

事の労務報酬下限額の設定根拠を公共工事設計労務単価

とするか等については、中長期的課題として引き続き検

討する。 

令和７年度は、東京都の地域別最低賃金額の従前の動向

及び今後の上昇の可能性を鑑みつつ、経済・雇用等への

影響も踏まえ、諸般の事情を考慮し設定した。 

 

当面は前年度の労務単価をベー

スに設定して行くものとする

が、今後も工事の労務報酬下限

額の設定根拠を公共工 

事設計労務単価とするか等につい

ては、長期的課題として引き続き

検討する。 

地域別最低賃金額の上昇の可能性

を鑑みつつ、経済・雇用への影響

等があることから、様子を注視し

ていく。 

 

（２） （工事〔熟練労働者以外〕・委託案件）

生活保護基準を下回らない額としてきた

が、生活保護基準の引き下げが見込まれ

る中、国交省「建築保全業務積算要領」

に定める「建築保全業務労務単価」、又

はハローワークが公表する「有効求人・

求職・賃金情報」に記載の職種別賃金な

どを候補に、他の基準に見直すことはで

きないか 

  

◆工事〔熟練労働者以外〕 

工事の熟練労働者との下限額の設定の幅の解消を図るた

め、平成２７年度に、委託・指定管理協定とは切り離し

て、公共工事設計労務単価「軽作業員」の９０％（熟練

労働者の労務報酬下限額）の６０％～７０％の範囲内

で、見習い等の労務報酬下限額として相応しい下限額と

して新たに設定した。平成２９年度は、公共工事設計労

務単価の上昇率に自動的に連動させず、市場の賃金実態

等を総合的に勘案し、設定するものとした。平成３０年

度は、平成２７年度と平成２９年度の両年度の考え方を

検討し、全体のバランスをみて決定をした。令和元年度

◆工事〔熟練労働者以外〕 

見習い等の労務報酬下限額とし

て相応しい下限額を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 
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№ 課題 過去の意見・課題 令和７年度における課題に対する検討状況・対応等 令和８年度以降の検討の方向性 対応 

以降は平成３０年度の考え方、市場の賃金実態等を総合

的に勘案し決定した。 

◆委託・指定管理 

東京都の地域別最低賃金額や事業者の賃金実態を基に業

務の質の確保が行える観点を加味し、設定を行った。 

また、業務の質や安全性の確保が難しいと考える案件に

ついては、別の下限額設定を行った。 

令和７年度は、近年大幅に人件費が高騰しつづけ、業務

に応じて個別に労務報酬下限を設定していたものについ

て、業務の質や安全性の確保は理解しながらも、下水道

管渠清掃を除き個別設定しないものと同額の設定となっ

た。但し、同額の職種に関しても項目は残しておくこと

の確認を行った。 

◆委託・指定管理 

業務の質や安全性の確保が難し

いと考える案件については、個

別の労務報酬下限額設定を設定

してきたが、他の業務について

も個別の下限額設定の必要性に

ついて、引き続き、検討を行う

ものとする。 

地域別最低賃金額の上昇の可能

性を鑑みつつ、経済・雇用への

影響等があることから、様子を

注視していく。 

なお、令和９年４月以降に締結

する業務委託および指定管理協

定では、６０歳以上の労働者に

も労務報酬下限額を適用するこ

とになるため、影響について、

毎年実施している事業者アンケ

ートの中で確認していく。 

◆条例改正 

条例第７条第２号の「生活保護水準」については、公契

約条例が制定した当時は、生活保護水準と最低賃金の逆

転現象があったが、そ 

の後、生活保護水準と最低賃金の逆転現象は解消され、

審議会では、東京都の最低賃金を基準として労務報酬下

限額を設定している。第 

１回審議会の答申により、適切な表記に改める必要が

あるとし、平成３０年１２月議会にて、公契約条例の

一部を改正し、条文の整理を行った。 

 

 

 

✳✳✳✳✳  

済 

（３） 労務報酬下限額は、契約締結時の労務

報酬下限額を適用している。このた

め、複数年に及ぶ契約については、契

約締結の翌年度以降に労務報酬下限額

が改定されても適用とはならず、契約

締結時の労務報酬下限額が適用され

  複数年に及ぶ契約案件につい

て、契約締結時の翌年度以降に

改正された労務報酬下限額を適

用することが可能であるか、国

や他自治体の動向を踏まえつ

つ、引き続き検討をしていく。 
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№ 課題 過去の意見・課題 令和７年度における課題に対する検討状況・対応等 令和８年度以降の検討の方向性 対応 

る。業務内容の質は保たれるのか、ま

た、最低賃金に張り付いていないのか

等が課題である。 

３ 適用労働者の

範囲について 

（１） 業務委託・指定管理については６０歳以

上を適用労働者の対象外としているが、

「改正高年齢者雇用安定法」が施行さ

れ、６５歳までの雇用確保が義務化され

たことから、適用対象とすべきではない

か。 

令和６年度に、６０歳以上を一律で適用除外とするこ

とは、昨今の社会情勢を鑑み妥当ではないため、全年

齢の方を一律で適用する方向としたことを受け、令和

７年度は８月に事業者アンケートを実施し、適用開始

時期について確認した。令和９年４月の適用であれば

事業者への影響が少ないことが確認されたため、令和

９年４月に条例改正することとした。 

令和９年４月の条例改正に向

け、令和８年度は周知に取り組

む。 

 

 

 

 

済 

４ 落札率と労務

報酬の関係の

検討について 

（１） 総合評価落札方式の評定を妥当なものと

する必要があるのではないか。 

本件については今後、多摩市総合評価落札方式審査会

で検討し、進捗を本審議会に報告することとする。 
✳✳✳✳✳ 

済 

（２） 落札率が８０％を下回る案件では、労務

報酬下限額が公共工事設計労務単価の９

０％以上とされているため、事業者に利

益が発生しないことも想定される。労務

報酬下限額の順守が可能な範囲となるよ

う、最低制限価格の設定をする必要があ

る。 

労務報酬下限額の順守と落札率については密接な関係

があることから、今後も落札率の推移については確認

するものとする。なお、確認の時期については、前年

度分の落札率を年度初めに確認していくこととする。 

令和元年度からの継続  

（３） 利益を度外視して受注する場合も考えら

れるため、低入札価格調査制度はあまり

意味がないのではないか。 

５ 公契約条例の

周知の方法に

ついて 

（１） 周知の徹底のために、市が申し出先の

連絡先も入れた掲示用のポスターやチ

ラシを作成をすることは可能か。 

市で申し出先の連絡先を入れた掲示用のポスターやチ

ラシの原版を作成し、平成２６年３月から公契約の手

引き及び多摩市公式ホームページに掲載している。 

平成２９年度に掲示用ポスターを、令和２年度からチ

ラシを作成し対象業者に配布し、さらに周知を図るよ

う努めている。 

令和７年度は、今後の条例改正に向けて事業者向け・

労働者向けのチラシを作成し、条例改正の議決後、周

知する。 

条例改正に向けた周知に加え、

令和８年度は掲示用ポスターの

更新および一般向けの周知ツー

ルを作成し、広く公契約条例の

周知・啓発に取り組む。 

公契約条例の周知にあたって

は、引き続き改善・工夫に努め

るものとする。 
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№ 課題 過去の意見・課題 令和７年度における課題に対する検討状況・対応等 令和８年度以降の検討の方向性 対応 

（２） 【事務局提案】 

労働者や市民への周知の観点から、公契

約条例の対象案件について多摩市公式ホ

ームページに掲載したらどうか。 

 

公契約制度についての手引きの５ページ『公契約条例の

適用範囲』の最後に、公契約条例を適用する契約を多摩

市公式ホームページにおいて公表することを記載し、周

知した上で、平成２６年５月より多摩市公式ホームペー

ジに掲載している。 

公契約条例の周知にあたっては、引き続き改善・工夫に

努めるものとする。 

（３） 業者に対して、公契約条例の意義・役割

についてＰＲの方法を強める必要がある

のではないか。 

公契約制度についての手引きを改訂し、２公契約条例の

概要（１）目的に、事業者へのメリットや受注者(事業

者)のアンケート結果意見等を掲載し、労働者、事業者、

地域のそれぞれのメリットを追記し公契約条例の意義・

役割についてＰＲを行う。 

また、多摩市公式ホームページで制度概要等を掲載して

いるが、公契約を受注する事業者以外に向けた周知ツー

ルはないため、令和８年度に作成する。 

６ 労務報酬下限

額以外の労働

条件の設定に

ついて 

（１） 最低賃金の大幅な上昇や、労働条件の改

善等、社会における働き方や考え方も大

きく変化しているなかで、賃金という側

面だけでなく、ほかに労働条件に関わる

部分について公契約に盛り込むことがで

きないだろうか。 

労務報酬下限額以外の労働条件の設定について議論した

が、引き続き議論を進めていくこととした。 

引き続き検討していく。  

 

 


